
古紙配合率100%再生�
紙を使用しています�

Trademark American Soybean Association�

大豆油インクを使用しています�

【座間市のお知らせ】�

6.15
広報� №762 市の人口●127,886人�

世　帯　数●51,934世帯�
（平成18年５月１日現在）�

●重度心身障害児介護手当支給条例を改正（2面）�
●みんなの健康（3面）�
●行政評価の取り組み結果（4・5面）�
●ざまインフォメーション（6・7面）�
●市職員募集（8面）�

育てよう　一人一人の　人権意識育てよう　一人一人の　人権意識
～思いやりの心・かけがえのない命を大切に 担当 市民人権課　�046（252）8087 �046（255）3550

男女共同参画週間は、
男女が互いに尊重し合
い、性別にかかわりなく
その個性と能力を十分に
発揮できる社会の実現を
目的としています。
市では、男女共同参画

に関する展示をしますの
で、皆さんおそろいでお
越しください。
○と き　６月23日（金）～29日（木）午前８
時30分～午後５時

○ところ　市役所１階市民ホール
担当 市民人権課

�046（252）8483 �046（255）3550

○と き　６月25日（日）午前７時～８時
○ところ　市役所ふれあい広場（下図参照）
※ざま市民朝市は、毎月第４日曜日に同会場で開催しています。
※雨天の場合は、市役所１階アトリウムで開催します。

○販売物　地場産新鮮野菜、農産物加工品、肉、肉加工品、花き、市指定特産品
※市では、レジ袋などの見直しを通して、ごみの減量化や資源化の意識を高めてもらおうと、
朝市会場では商品を持ち帰るための袋は配布しません。来場する際は、必ず買い物袋をご持
参ください。

◆１周年記念イベント
○開始時間　午前７時30分～
○参加券配布時間　午前７時15分～
○内容　座間産のお米のすくい取り
○参加方法　参加券を持って１周年
記念イベントコーナーにお越しく
ださい。

※参加券は、会場で野菜などを購入した方（購入金額
は問いません）を対象に、会場内にある参加券配布所
で配布します（先着150人）。配布は一人１枚です。
担当 農政課　�046（252）7601 �046（255）3550

会 場 案 内 図

朝市は毎月第４日曜日に開催しています！

�私が作った野菜です！

雨の日は市役所１階アトリウムの中で開催します！

「
収
穫
し
た
ば
か
り
の
新
鮮
野
菜
だ
よ
〜
！
」「
座
間

の
特
産
品
は
い
か
が
〜
！
」
な
ど
と
会
場
内
の
い
た
る
所

で
聞
こ
え
る
活
気
の
あ
る
掛
け
声
。
昨
年
６
月
に
ス
タ
ー

ト
し
た
「
ざ
ま
市
民
朝
市
」
の
会
場
で
は
、
毎
回
の
よ
う

に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
光
景
で
す
。

ざ
ま
市
民
朝
市
は
、
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ま
に
親
し
ま

れ
、
お
か
げ
さ
ま
で
一
周
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
た
び
開

催
さ
れ
る
朝
市
で
は
、
地
元
で
生
産
さ
れ
た
新
鮮
野
菜
や

農
産
物
加
工
品
、
市
指
定
特
産
品
の
販
売
を
す
る
ほ
か
、

一
年
間
の
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
た
記
念
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
し
ま
す
。

い
つ
も
よ
り
少
し
早
起
き
を
し
て
、
小
鳥
の
さ
え
ず
り

や
す
が
す
が
し
い
朝
日
を
楽
し
み
な
が
ら
、
ふ
る
さ
と
で

生
産
さ
れ
た
商
品
が
並
ぶ
朝
市
の
会
場
に
足
を
運
ん
で
み

て
は
い
か
が
で
す
か
。

担
当

農
政
課
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▲いい品いっぱい！開始10分間が勝負です！

ざま市民朝市会場�

ふれあい会館�

座間市役所前�

至国道２４６�

座間市役所北� 図書館�

市
役
所�至

相
武
台
前
駅�

市
民
文
化
会
館�

市
民
健
康�

セ
ン
タ
ー�

市
役
所�

ふ
れ
あ
い
広
場�

総
合
福
祉�

セ
ン
タ
ー�
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ド
イ
ツ
で
開
催
し
て
い
る

サ
ッ
カ
ー
Ｗ
杯
に
、
世
界
中

の
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
各

試
合
で
見
せ
る
超
一
流
の
プ

レ
ー
に
目
を
見
張
り
、
あ
こ

が
れ
る
サ
ッ
カ
ー
少
年
は
、

本
市
に
も
多
い
。
そ
ん
な
中

で
座
間
一
の
強
豪
、
東
中
学

校（
永
島
悟
校
長
）の
サ
ッ
カ

ー
部
員
は
、
連
日
、
懸
命
な

練
習
で
汗
を
流
し
て
い
る
。

東
中
の
サ
ッ
カ
ー
部
は
、

昭
和
四
十
七
年
の
開
校

と
同
時
に
発
足
。
最
初

か
ら
五
十
人
も
の
部
員

が
集
ま
り
、
最
近
で
は

八
十
人
を
超
す
学
内
一

の
大
世
帯
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
選
手
を
教
え

る
小
川
雅
嗣
先
生
（
市

サ
ッ
カ
ー
協
会
技
術
委

員
長
）
は
「
選
手
層
の

厚
さ
が
、
う
ち
の
強
さ

の
一
つ
に
な
っ
て
い

る
。
最
近
の
子
は
た
だ

言
っ
た
だ
け
で
は
つ
い
て
こ

な
い
。
自
分
で
納
得
し
な
い

と
ダ
メ
」
と
の
判
断
に
立
っ

て
技
術
指
導
を
し
て
い
る
。

人
材
の
豊
富
さ
と
選
手
の

自
主
性
を
重
ん
じ
な
が
ら
、

ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
を
維
持
す
る

東
中
。
現
在
、
県
央
大
会

（
年
三
回
）
で
は
今
春
ま
で

五
連
覇
中
だ
。
県
大
会
出
場

も
常
連
で
、
五
年
前
に
は
優

勝
も
し
て
い
る
。
昨
年
の
春

は
三
位
だ
っ
た
が
、
夏
は
二

位
と
な
り
関
東
大
会
へ
進
出
。

だ
が
、一
回
戦
で
敗
退
し
た
。

小
川
先
生
は
教
育
者
の
立

場
か
ら
「
サ
ッ
カ
ー
だ
け
で

は
な
く
、
生
活
面
や
礼
儀
、

社
会
の
ル
ー
ル
な
ど
、
サ
ッ

カ
ー
を
通
し
て
人
間
教
育
を

す
る
」
こ
と
も
心
掛
け
て
接

し
て
い
る
。

昨
年
、
全
国
大
会
出
場
の

夢
を
断
た
れ
た
東
中
イ
レ
ブ

ン
た
ち
は
、「
今
年
（
七
月
）

は
ぜ
ひ
出
た
い
」
と
意
欲
を

燃
や
す
。

今
年
こ
そ
全
国
大
会
へ

本
年
四
月
一
日
に
介
護
手
当

支
給
条
例
を
改
正
し
、
名
称
も

「
座
間
市
重
度
障
害
者
介
護
手

当
」
に
変
更
し
ま
し
た
。

介
護
手
当
支
給
制
度
の
創
設

時
よ
り
障
害
福
祉
制
度
が
整
備

さ
れ
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常

時
介
護
を
必
要
と
す
る
重
度
障

害
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
は

年
々
充
実
が
図
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
重
度
障
害
者
に
も
通
所
施

設
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
作

業
所
な
ど
の
社
会
資
源
の
普
及

に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の

社
会
参
加
が
達
成
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
整
備

に
伴
い
、
条
例
を
改
正
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

○
支
給
対
象
者
　
重
度
障
害
者

（
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

級
、
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２

所
持
者
）
が
当
該
年
度
の
四

月
一
日
現
在
に
お
い
て
六
十

五
歳
未
満
の
者
で
、
当
該
年

度
の
三
月
一
日
ま
で
引
き
続

き
一
年
以
上
市
内
に
居
住

し
、
十
一
カ
月
以
上
継
続
し

て
障
害
者
を
常
時
介
護
し
て

い
る
方

○
支
給
額
　
年
額
十
万
円

○
申
請
期
間
　
毎
年
二
月
一
日

か
ら
末
日
ま
で

な
お
、
以
下
の
障
害
者
は
支

給
要
件
に
該
当
し
ま
せ
ん
。

・
施
設
入
所
し
て
い
る

・
入
院
し
て
い
る

・
就
労
し
て
い
る

・
通
所
、通
学
、通
園
し
て
い
る

・
障
害
者
自
立
支
援
法
に
お
い

て
居
宅
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
利

用
し
て
い
る

担
当

障
害
福
祉
課

�
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こ
の
ほ
ど
「
平
成
十
七
年
度

生
活
関
連
物
資
価
格
調
査
」
の

結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
市
か
ら
委
嘱
を
受
け
た

十
人
の
消
費
生
活
モ
ニ
タ
ー
が
、

年
四
回
定
期
的
に
同
じ
店
舗
で

同
一
商
品
の
価
格
を
調
査
し
た

も
の
で
す
。
今
後
の
参
考
に
し

て
く
だ
さ
い
。

担
当

商
工
観
光
課
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平成17年度�

生活
関連物資価格調査

生活
関連物資価格調査

品　　　名� 量　目� 平成16年度平均価格�平成17年度平均価格�対前年度上昇率�

しょうゆ １� 281円 278円 －1.1％�

みそ １� 293円 329円 12.3％�

砂糖 １� 202円 193円 －4.5％�

マーガリン 180ｇ 178円 173円 －2.8％�

サラダ油 1.5� 501円 471円 －6.0％�

マヨネーズ 500ｇ 301円 284円 －5.7％�

小麦粉 １� 187円 181円 －3.2％�

牛乳 １� 187円 184円 －1.6％�

卵 Ｍ10個 193円 206円 6.7％�

即席ラーメン 5個入 315円 245円 －22.2％�

合成洗剤 1.2� 459円 436円 －5.0％�

粉石けん 2.16� 853円 786円 －7.9％�

ガソリン １� 113円 123円 8.9％�

法律の改正により、平成18年度から65歳以上の方を中心に、
市・県民税の税額が上がりました。
これは、老年者控除の廃止ならびに公的年金控除、定率控

除の縮小などによるもので、平成17年度と比べると、８万～
９万円の差が生じることもあります。
なお、納税通知書については、６月１日付けで送付してい

ますが、税額などについてお尋ねになりたい場合は、郵送さ
れた納税通知書と身分証明書を持参の上、ご来庁ください。
電話での問い合わせにつきましては、個人情報保護の観点か
ら、お答えできない場合もありますので、あらかじめご了承
ください。
【平成18年度市・県民税の主な改正点（詳細は担当へ）】
○老年者控除（控除額48万円）の廃止　税率５パーセントの
方で約24,000円、10パーセントの方で約48,000円の増額と
なります。

○65歳以上の方に対する非課税の措置の廃止　前年度まで、
合計所得125万円以下のため非課税であった65歳以上の方
についても、所得に応じて課税されます。

○定率控除の縮小　15パーセントの減税が7.5パーセントに引
き下げられました。限度額も40,000円から20,000円に引き
下げられました。

○公的年金等控除額の引き下げ　去年と同じ年金額でも、経
費相当金額が引き下げられたため、所得金額の増となり、
税額増となることがあります。

担当 市民税課　�046（252）8007 �046（255）3550

市では、青少年の非行を未然に防ぐために活動している
「青少年補導員」の任期満了に伴い、このほど市内６中学校
区から次の方々が委嘱されました（下表参照）。
補導員の活動は、駅周辺や公園、ゲームセンターなどで

「声掛け」などの街頭補導活動をしたり、地域の団体や各関
連機関などと協力して、捨て看板の撤去活動をしたりしてい
ます。皆さんも、青少年に好ましい環境づくりにご協力をお
願いします。

担当 青少年相談室 �046（256）0907 �046（259）2163

○と　き　６月27日（火）午前10時～正午
○ところ　市役所５階第１会議室
○内　容　遺言「大切な人へ伝えておきた
いこと」

○講　師　厚木公証役場　公証人
小畑　和裕さん

○定　員　50人（先着順）
○申込方法　６月23日（金）までに電話で担当へ
担当 商工観光課 �046（252）7604 �046（255）3550

練習に励む東中イレブン

消費生活講座� 座
間
市
重
度
心
身
障
害
児

座
間
市
重
度
心
身
障
害
児（
者
）

（
者
） 

介
護
手
当
支
給
条
例
を
改
正

介
護
手
当
支
給
条
例
を
改
正 
座
間
市
重
度
心
身
障
害
児（
者
） 

介
護
手
当
支
給
条
例
を
改
正 

◆青少年補導員名簿（敬称略）◆�

※任期は平成20年３月31日まで�

中学校区� 氏　　　　　名�

座間�

西�

東�

栗原�

相模�

南�

草薙輝子、木島進、大矢光俊、藤松秀子、�
中川トイ子�

澤田善光、古谷育代、井上美仁、秋元眞理子、�
和田博美�

阿部眞弓、佐藤智保子、遠藤淳、小林理枝、�
住本亜紀郎�

中嶋正美、森安万亀子、曽根寿英、�
上野山千寿代、遠藤英樹�

寺崎利彦、片野孝子、石嶋郁子、米田小夜、�
斉藤竜志�

見上義雄、中村修三、井坂敬子、小田島教世、�
石母田明�

青少年の非行を防ぐために�
青少年補導員を委嘱�

青少年の非行を防ぐために�
青少年補導員を委嘱�

65歳以上の年金受給者の皆さんへ
老年者控除の廃止など



▽とき＝６月29日（木）午前９
時30分～10時30分受け付け▽と
ころ＝北地区文化センター▽内
容＝身体測定、尿検査、血圧測
定、体脂肪測定と相談▽持ち
物＝健康手帳▽申込方法＝直接
会場へ

▽とき＝６月22日（木）、28日（水）午後１時15分～
２時15分受け付け（時間厳守）▽ところ＝市民健康セ
ンター▽対象＝平成18年３月生まれ（対象者には個人
通知をします）

▽とき＝７月７日（金）午前９時～正午▽ところ＝市
民健康センター▽内容＝乳幼児期の運動発達面での心
配についての理学療法士による相談▽対象＝４カ月～
１歳６カ月児▽申込方法＝電話予約

▽とき＝６月23日（金）午前９時30分～10時30分▽とこ
ろ＝ひばりが丘コミュニティセンター▽内容＝身体測
定と食事・発育状態・しつけの相談▽持ち物＝母子健康
手帳▽申込方法＝直接会場へ ※駐車場はありません。

▽とき＝７月10日（月）午前９時30分～９時45分受け
付け▽ところ＝市民健康センター▽内容＝むし歯予防
について▽対象＝１歳～１歳１カ月児（第１子に限る）
▽定員＝先着30人▽持ち物＝母子健康手帳、歯ブラシ、
コップ▽申込方法＝電話予約
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保�予�保健医療課�

予救急診療　　※電話をかける場合は番号をお確かめの上、お間違えのないように！

受付時間�
◆休日昼間�
診療科目� 電話番号� 診療場所�

小児科（外科系を除く）�
内　科�
歯　科�

耳鼻咽喉科�
外科・婦人科・眼科�

相模原南メディカルセンター（相模原市相模大野）�
消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。�

休日急患センター�
（市民健康センター１階）�

午前９時～11時45分、午後２時～４時45分�

午前９時～11時45分、午後２時～４時30分�
午前９時～11時30分、午後１時30分～４時30分�
午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間）�

�０４６（２５５）９９３３�
�０４６（２５２）９０９０�
�０４６（２５２）８２１７�
�０４２（７５６）９０００�
�０４６（２５１）０１１９�

◆夜　間�
診療科目� 電話番号� 診療場所� 受付時間�

受付時間�

小児科（外科系を除く）�
内　科�
外　科� 消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。�

休日急患センター�
（市民健康センター１階）�

月曜～金曜日　　：午後７時～９時45分�
土曜・日曜日、祝日：午後６時～９時45分�

午後６時～10時（診療時間）�

�０４６（２５５）９９３３�
�０４６（２５２）９０９０�
�０４６（２５１）０１１９�

◆深　夜�
診療科目� 電話番号� 診療場所� 診療時間�

小児科（外科系を除く）�

内科・外科� 消防テレホンサービス（左記）でご確認ください。�

小児救急情報センター（左記）でご確認くだ�
さい。� 午後10時～翌朝午前７時（重病の場合は午前８時）�

午後10時～翌朝午前８時�

�０４６（２５５）９９３３�

�０４６（２５１）０１１９�
※聴覚障害者専用問い合わせ先 �０４６（２５１）５２６３�

予ＢＣＧ接種

▽とき＝７月６日（木）午後１時30分～２時▽対象＝
心身障害者▽申込方法＝電話予約

▽とき＝７月25日（火）午後１時30
分～２時▽内容＝簡単な歯肉チェッ
クとブラッシング指導▽対象＝40歳
未満および妊婦の方▽申込方法＝電
話予約

▽とき＝毎月第１・第３月曜日午後１時30分～３時
（電話相談は随時）▽申込方法＝電話予約

保健福祉事務所からのお知らせ　　　問い合わせ先　厚木保健福祉事務所�046（224）1111

障害児者のための歯科相談
▽とき＝①７月３日（月）②５日（水）
③12日（水）④13日（木）⑤19日（水）
午後１時30分～４時▽ところ＝①②③⑤
厚木保健福祉事務所④サニープレイス座
間▽内容＝心の病気の治療や相談および
認知症についての相談▽申込方法＝電話
予約

▽とき＝７月４日、18日いずれも火曜
日午前９時30分～午後４時▽内容＝病
気のある方などの食事に関する相談▽
申込方法＝電話予約

専門医による精神保健相談および認知症相談

栄養専門相談

歯ぐき検診

エイズ無料検査

保発達相談

保１歳児歯っぴいバースデー（むし歯予防）教室

○申込方法　往復はがきの往信用裏面に教室名、保育希望の有・無、住所、氏名
（フリガナ）、年齢・学年、電話番号、親子体操の申し込みまたは保育希望者は
子どもの名前・年齢を、返信用表面に住所、氏名、郵便番号を記入の上、６月
29日（木）までの消印で〒228-0011相武台１－5971スカイアリーナ座間スポー
ツ事業班あて郵送（多数抽選：抽選結果は７月中旬に通知）

※はがき到着や当選確認の問い合わせはお断りします。

太極拳初心者�
９月12日～11月28日の毎週火曜日�
（９月19日、10月10日を除く）　　全10回�
９月13日～11月15日の毎週水曜日�
　　　　　　　　　　　　　　　　全10回�

午前10時～11時30分�

18歳以上の方�

18歳以上の方�

小学生�

３歳以上就学前�
の幼児と保護者�

50人� 4,000円�

32組� 5,000円�

70人�
60人�

各100人�

各60人�

30人�

4,500円�

4,000円�

6,000円�

4,000円�

2,500円�午前10時～11時30分�

午前10時～11時�
午後７時～８時�
午前９時25分～10時25分�
午前10時50分～11時50分�
午前９時45分～11時45分�
午前10時～11時30分�
午後１時～２時30分�

９月15日～12月１日の毎週金曜日�
（11月３日、24日を除く）　　　　全10回�
９月20日～11月22日の毎週水曜日�
　　　　　　　　　　　　　　　　全10回�

９月21日～11月30日の毎週木曜日�
（11月23日を除く）　　　　　　　全10回�

10月14日～11月18日の毎週土曜日�
（11月４日を除く）　　　　　　　全５回�

親子体操（保育あり）�

健康体操�
気　　功�
エアロビクス（保育あり）�

ビギナーエアロビクス�
夜間�
A（保育あり）�
B（保育あり）�

A�
B

バドミントン中級�

フィットネスヨガ�

トランポリン�

教　　　室　　　名� と　　　　　き� 定　員�対　　象� 受講料�

▽ところ＝市役所１階保健医
療課▽内容＝食事療法や健康
全般についての栄養士・保健
師による相談▽持ち物＝健康
手帳（お持ちでない方には当
日発行）▽申込方法＝電話予
約

保健康相談 保個別健康相談

市では、児童手当法等の一部を改正する法律の
公布に伴い、所得制限限度額を平成18年度課税判
定分から下記のとおり引き上げます。
これに伴い、今まで助成申請をしたことがない

方は、申請をしてください。また、過去に申請し
ている方は、再申請する必要はありません。更新
時（誕生月）に新しい限度額で判定し、該当した
方には医療証を送付します。

担当 保健医療課
�046（252）7213 �046（252）7043

保育児相談

※申し込みは、はがき１枚につき一人とします。
※ビギナーエアロビクスおよびエアロビクスで一人１教
室、フィットネスヨガＡ・Ｂで一人１教室の申し込みとし
ます。
※市外在住者は、７月14日（金）から申し込み受け付け。
午前９時30分から午後５時までに受講料を添え直接窓口へ
（電話予約可。ただし１週間以内に窓口で手続きを）。
○保　育　▽対象＝２歳～就学前の幼児（ビギナーエアロビクスA・Bとエアロ
ビクスは市内在住者に限る）▽定員＝各教室とも20人（多数抽選）▽保育料＝
幼児一人につき1,500円

担当 市民体育館 �046（255）0077 �046（255）1188

平成18年度所得�
（平成17年中）�

０人�

１人�

２人�

３人�

４人�

5,320,000円�

5,700,000円�

6,080,000円�

6,460,000円�

6,840,000円�

扶養親族等の数�

小児医療費助成の�
所得制限限度額が変更に�
小児医療費助成の�

所得制限限度額が変更に�
小児医療費助成の�

所得制限限度額が変更に�
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※達成率（％）＝（最新値－開始値）÷（目標値－開始値）�表４�

状　　況� 担　当　課� 指　　標　　名　　称�
目標値�

（22年度）�

最新値�

年度� 値�

開始値�

年度� 値�
達成率�

行政改革推進課�

環境対策課�

環境対策課�

教育指導課�

商工観光課�

生涯学習推進課�

図書館�

道路整備課�

安全対策課�

生涯学習推進課�

水道業務課�

農政課�

教育管理課�

資源推進課�

下水道課�

生涯学習推進課�

青少年課�

行政改革推進課�

安全対策課�

スポーツ課�

福祉支援課�

保健医療課�

福祉支援課�

渉外課�

消防管理課�

広聴相談課�

情報推進課�

資源推進課�

道路整備課�

安全対策課�

財政課�

長寿介護課�

公園緑政課�

安全対策課�

渉外課�

市民人権課�

公園緑政課�

都市計画課�

市民人権課�

生涯学習推進課�

安全対策課�

長寿介護課�

子育て支援課�

商工観光課�

下水道課�

保健医療課�

福祉支援課�

協働まちづくり課�

協働まちづくり課�

広聴相談課�

市民人権課�

商工観光課�

保健医療課�

保健医療課�

保健医療課�

都市計画課�

生涯学習推進課�

生涯学習推進課�

青少年課�

青少年課�

対応済み改革改善項目率�

河川の汚染度（ＢＯＤ＝生物化学的酸素要求量）=鳩川下流�

河川の汚染度（ＢＯＤ＝生物化学的酸素要求量）=目久尻川下流�

地域の人材活用実績�

民間企業障害者雇用達成率�

生涯学習フェスティバルの参加者数�

図書館貸出利用者数�

交通安全総点検による改善計画実施率�

防災資機材整備率�

市民文化会館の利用者数�

経常収支比率（水道事業）�

農用地の利用集積面積�

小中学校施設の耐震化率�

意識的にごみを減らそうとしている人の割合�

市街化区域の公共下水道（汚水）整備率�

芸術祭の参加者数�

青少年育成事業の参加者等の数�

市民公募制を導入している審議会等の数�

自主防災組織の組織率�

市民体育館および市スポーツ施設利用者数�

福祉ボランティア登録者数�

予防接種法による予防接種の接種割合�

生活保護世帯の自立による廃止数�

ＮＬＰ実施日数�

救急救命士数�

消費生活相談件数�

市ホームページアクセス件数�

市民一人当たりの可燃ごみ排出量�

都市計画道路整備率�

交通事故発生件数�

市民一人当たりの市債残高（一般会計）�

65歳以上の平均自立期間（健康寿命）=男性�

都市計画区域の緑地率�

放置自転車撤去台数�

国際交流事業への参加者数�

各審議会等の女性委員の割合�

市民一人当たり都市公園面積�

地区計画の策定数�

人権講習会の参加者数�

市公民館・文化センターの講座受講者数�

刑法犯罪発生件数�

65歳以上の平均自立期間（健康寿命）=女性�

保育所の待機児童数�

製品出荷額など�

市街化区域の公共下水道（汚水）接続率（人口）�

生活習慣病による死亡割合�

ほほえみサービスの利用時間数�

コミュニティセンターの利用者数（１館当り、月平均）�

一年間に市が実施する事業に参加したことのある市民の割合�

クーリングオフ制度を知っている市民の割合�

人権について考えたことがある市民の割合�

地元商店街に魅力を感じる市民の割合�

運動習慣を持つ市民の割合�

感染症対策の認知度�

休日の救急医療体制に不便を感じたことのある市民の割合�

街並みが美しいと感じる市民の割合�

過去1年間に何らかの生涯学習活動をしたことがある市民の割合�

何らかの芸術文化活動を行っている市民の割合�

過去１年間に何らかの青少年育成活動に関わったことのある市民の割合�

愛のパトロールによる「声かけ」件数�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

％�

86.1％�

2.2mg/��

19mg/��

3008時間�

38.9％�

612人�

214181人�

19.7％�

54.5％�

197793人�

119.12％�

25.3ha�

22.7％�

60％�

80.8％�

5725人�

6259人�

2組織�

53％�

605112人�

190人�

78.3％�

13件�

8日�

10人�

557件�

64032件�

261kg�

39.99％�

920件�

272千円�

16.1年�

24.5％�

1861台�

696人�

21.6％�

4.45��

6箇所�

280人�

4998人�

2046件�

17.8年�

28人�

210832百万円�

95.19％�

60.3％�

8619時間�

2694人�

�

91.7％�

1.7mg/��

1.9mg/��

3396時間�

82.4％�

3839人�

226857人�

51％�

89.3％�

229168人�

106.15％�

40.5ha�

75.5％�

80.4％�

93.18％�

8421人�

8842人�

6組織�

59％�

672497人�

418人�

83％�

18件�

5日�

15人�

952件�

327361件�

220kg�

41.49％�

874件�

233千円�

16.14年�

24.6％�

1845台�

706人�

22％�

4.49��

6箇所�

273人�

4782人�

2140件�

17.29年�

37人�

207390百万円�

91.96％�

62.9％�

6373時間�

2519人�

29.1％�

25.6％�

79.1％�

6.7％�

20％�

19.7％�

45.3％�

21.7％�

18.9％�

18.4％�

11.8％�

890件�

90％�

2mg/��

5mg/��

3400時間�

90％�

4500人�

230000人�

60％�

100％�

240000人�

101％�

47ha�

100％�

90％�

100％�

10000人�

11000人�

10組織�

65％�

750000人�

700人�

90％�

25件�

0日�

24人�

1800件�

900000件�

130kg�

45.45％�

750件�

116千円�

16.5年�

27.9％�

1300台�

1200人�

50％�

9.23��

9箇所�

400人�

6500人�

1500件�

19.4年�

0人�

220000百万円�

100％�

58％�

10000時間�

2800人�

40％�

35％�

90％�

10％�

50％�

30％�

30％�

25％�

25％�

25％�

20％�

1200件�

16�

17�

17�

17�

16�

16�

16�

17�

16�

16�

16�

16�

17�

16�

16�
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17�

17�

16�

17�

17�

17�

16�

16�

16�

16�
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16�

16

12�

12�

12�

12�

13�

12�

12�

15�

12�

12�

12�

12�

12�

12�

12�

12�

12�

12�

12�

12�

12�

12�

12�

12�
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12�
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13�
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12�

13�
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12�

12�
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12�

13�
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12�

12�

12�

12�

12�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

143.6�

250�

122.1�

99�

85.1�

83�

80.1�

77.7�

76.5�

74.3�

71.6�

70�

68.3�

68�

64.5�

63.1�

54.5�

50�

50�

46.5�

44.7�

40.2�

41.7�

37.5�

35.7�

31.8�

31.5�

31.3�

27.5�

27.1�

25�

10�

2.9�

2.9�

2�

1.4�

0.8�

0�

－5.8�

－14.4�

－17.2�

－31.9�

－32.1�

－37.5�

－67.2�

－113�

－162.6�

－165.1�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

順　調�

も　う�
一　歩�

停　滞�

後　退�

新　規�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

今
、
地
方
行
政
を
取
り
巻
く

環
境
は
、
少
子
高
齢
化
や
市
民

ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に
よ
る
行
政

需
要
の
増
大
、
地
方
財
政
の
悪

化
、
地
方
分
権
の
推
進
に
よ
る

分
権
型
社
会
の
到
来
な
ど
、
大

き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
か
ら
現
在
の
行
政
運
営
に

は
、
行
政
資
源
を
有
効
活
用
す

る
た
め
の「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト（
経

営
管
理
）
の
確
立
」
や
、
風
土

な
ど
を
生
か
し
た
行
政
運
営
を

す
る
た
め
の「
自
律
性
の
向
上
」

な
ど
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
市
で
は
こ
れ
ら
を
果
た
す

た
め
、
平
成
十
四
年
度
か
ら
行

政
運
営
改
善
手
法
の
一
つ
で
あ

る
行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
を
導
入

し
て
い
ま
す
（
図
１
参
照
）
。

同
シ
ス
テ
ム
は
、
現
在
進
め
ら

れ
て
い
る
行
政
活
動
を
繰
り
返

し
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
内
容
や
実
施
方
法
な
ど
の

問
題
点
を
発
見
し
て
改
善
に
つ

な
げ
る
ほ
か
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
市
政
の
決
定
過
程
や
成
果
を

透
明
化
し
、
何
の
た
め
に
事
業

を
実
行
す
る
の
か
を
明
確
に
す

る
な
ど
、
各
行
政
活
動
の
効
率

性
や
自
律
性
を
判
断
す
る
指
針

と
な
る
も
の
で
す
。

本
市
が
目
指
す
未
来
像
で
あ

る
「
み
な
ぎ
る
活
力
と
や
す
ら

ぎ
が
調
和
す
る
と
き
め
き
の
ま

ち
」
の
実
現
に
向
け
て
策
定
さ

れ
た
第
三
次
座
間
市
総
合
計
画

の
政
策
体
系
は
、
三
層
に
区
分

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
本
市
の
行
政
評
価
シ
ス
テ
ム

も
、
行
政
評
価
を
そ
れ
ぞ
れ
の

区
分
に
対
し
て
、
事
業
評
価
、

政
策
・
施
策
評
価
と
し
て
分
け

て
実
施
し
て
い
ま
す
（
図
２
参

照
）。

事
業
評
価
は
、
市
が
実
施
し

て
い
る
各
事
業
に
つ
い
て
、
そ

の
実
務
担
当
が
自
ら
「
だ
れ
の

た
め
に
」「
何
の
た
め
に
」
あ

る
の
か
を
原
点
に
返
っ
て
一
か

ら
見
つ
め
直
し
た
り
、
具
体
的

な
目
標
を
数
値
で
設
定
し
、
そ

の
目
標
値
と
達
成
値
を
比
べ
た

り
す
る
こ
と
で
、
効
率
性
や
有

効
性
な
ど
を
検
証
す
る
も
の
で

す
。平

成
十
七
年
度
は
、
十
六
年

度
に
比
べ
て
九
十
一
事
業
増
加

し
た
四
百
十
一
事
業
に
つ
い
て

事
業
評
価
を
し
ま
し
た
。
十
八

年
度
は
、
さ
ら
に
対
象
を
拡
大

し
、
約
四
百
五
十
五
事
業
を
評

価
す
る
予
定
で
す
。

政
策
・
施
策
評
価
は
、
総
合

計
画
を
実
現
す
る
た
め
の
基
本

計
画
の
各
施
策
を
検
証
す
る
も

の
で
す
。
そ
の
評
価
は
、
行
政

内
部
に
よ
る
自
己
評
価
（
内
部

評
価
）
と
、
市
民
や
専
門
家
な

ど
に
よ
る
外
部
か
ら
の
評
価

（
外
部
評
価
）
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
内
外
両
方
の
視
点
か

ら
実
施
す
る
こ
と
で
、
よ
り
公

平
で
有
効
な
政
策
形
成
の
判
断

材
料
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

【
内
部
評
価
】

総
合
計
画
は
、
目
的
と
な
る

「
政
策
」「
施
策
」
を
上
位
の
体

系
と
し
、
そ
れ
ら
を
実
現
す
る

た
め
の
直
接
的
な
手
段
で
あ
る

「
個
別
事
業
」
な
ど
を
下
位
の

体
系
と
す
る
連
鎖
関
係
で
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。内
部
評
価
は
、

個
別
事
業
に
つ
い
て
、
事
業
評

価
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
連

鎖
関
係
の
上
位
に
あ
る
政
策
・

施
策
の
実
現
に
ど
れ
だ
け
貢
献

し
た
か
、
と
い
う
見
地
で
評
価

し
ま
す
。

本
市
で
は
、
こ
の
連
鎖
関
係

を
行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
に
組
み

入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
評

価
と
政
策
・
施
策
評
価
が
効
率

的
、
有
効
的
に
結
び
つ
い
た
総

合
的
な
行
政
評
価
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
本
市

の
特
筆
す
べ
き
特
徴
で
、
全
国

で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
。ま

た
、
内
部
評
価
は
「
一
次

評
価
」「
二
次
評
価
」
の
二
段

階
で
実
施
し
て
い
ま
す
。
一
次

評
価
は
担
当
部
長
が
、
二
次
評

価
は
行
政
評
価
委
員
会
（
委
員

＝
助
役
、
企
画
財
政
部
長
、
政

策
課
長
、
財
政
課
長
）
が
評
価

す
る
こ
と
で
客
観
性
を
確
保
し

て
い
ま
す
。

平
成
十
七
年
度
は
、
十
六
年

度
に
比
べ
て
五
事
業
増
加
し
た

二
百
三
十
事
業
に
つ
い
て
内
部

評
価
し
ま
し
た
。十
八
年
度
は
、

二
百
六
十
七
事
業
を
評
価
す
る

予
定
で
す
。

【
外
部
評
価
】

外
部
評
価
は
、
さ
ら
に
市
民

に
よ
る
評
価
と
専
門
家
に
よ
る

評
価
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

○
市
民
に
よ
る
評
価

平
成
十
六
年
十
月
に
「
ま
ち

づ
く
り
の
た
め
の
市
民
ア
ン
ケ

ー
ト
」
を
、
十
五
歳
以
上
の
市

内
在
住
者
二
千
人
を
対
象
に
実

施
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
二
年

に
一
回
、
行
政
評
価
の
外
部
評

価
と
し
て
、
市
が
実
施
す
る
各

施
策
の
「
満
足
度
」
と
「
重
要

性
」
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ

ん
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る

の
か
を
調
査
し
、
今
後
の
行
政

運
営
に
役
立
て
る
も
の
で
す

（
表
１
参
照
）。
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い

ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
年
の
十
月
に
も
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
予
定
で

す
の
で
、
対
象
と
な
っ
た
方
は

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
専
門
家
に
よ
る
評
価

各
施
策
に
つ
い
て
は
、
平
成

十
四
年
度
と
平
成
十
五
年
度
に

三
人
の
外
部
の
専
門
家
に
、
専

門
家
の
見
地
で
客
観
的
に
評
価

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
評
価
の
う
ち
Ｂ
、
Ｃ
、

Ｄ
の
評
価
（
表
２
参
照
）
に
対

し
て
、
改
善
が
必
要
と
判
断
さ

れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の

実
現
に
向
け
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
短
期
的
に
改
善
が
可
能
な

市
で
は
、
大
き
く
変
化
す
る
地
方
行
政
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め

に
、
平
成
十
四
年
度
か
ら
行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
よ
り
開
か
れ
た
自
律
性
・

有
効
性
の
高
い
効
率
的
な
行
政
運
営
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
ど
、
平
成
十
七
年

度
の
取
り
組
み
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
今
回
は
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

担
当

政
策
課
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０
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政策�

施策�

基本構想レベル�
（20年間）�

政策評価�

施策評価� 行政評価�

事業評価�

基本計画レベル�
（10年間）�

座間市総合計画�
政策体系図�

図１�

図２�

座間市行政評価システムの流れ�

事業評価�

部長による評価�

総合・基本・実施計画策定�

課長による評価�

実務担当者による評価�

政策・施策評価�

外部評価�
・市民　�
・専門家�

改善（ACTION)�

評価結果を企画や実施に反映�

公表�

点検（CHECK）�

実施（DO）� 計画（PLAN）�

事業実施� 予算化�

一次評価�

二次評価�

構想�
編・章�

節・方向・内容�

事務事業�

指
摘
事
項
に
つ
い
て
は
、
既
に

改
善
を
実
施
し
ま
し
た
が
、
中

長
期
的
な
対
応
が
必
要
と
さ
れ

る
指
摘
事
項
に
つ
い
て
は
、
平

成
十
七
年
度
で
は
段
階
的
な
一

部
の
改
善
を
実
施
し
た
り
、
そ

の
具
体
的
な
実
施
方
法
な
ど
に

つ
い
て
さ
ら
に
検
討
を
加
え
た

り
し
ま
し
た
。

な
お
、
三
人
の
専
門
家
は
次

の
方
々
で
す
。

・
政
策
研
究
大
学
院
大
学
（
現

一
橋
大
学
大
学
院
）
教
授

辻
琢
也
さ
ん

・
中
央
大
学
大
学
院
教
授
・
公

認
会
計
士
　
筆
谷
勇
さ
ん

・
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
不

動
産
鑑
定
士
　
故
大
川
紀
久

さ
ん

本
市
の
施
策
評
価
の
対
象

は
、総
合
計
画
の
各
施
策
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
施
策
は
評
価
の

対
象
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
策
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

具
体
性
に
欠
け
る
部
分
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
こ
と
を
補
う
た
め

に
、
そ
の
施
策
の
実
現
し
よ
う

と
し
て
い
る
主
な
目
標
に
つ
い

「まちづくりのための市民アンケート」結果�

重点性が高い（満足度が低く、重要性が高い）施策順�

 1 基地対策の推進�

 2 防犯体制の充実�

 3 道路網の整備�

 4 市街地の形成�

 5 医療体制の充実�

重点性が低い（満足度が高く、重要性が低い）施策順�

 1 交流活動の推進�

 2 コミュニティ活動の推進�

 3 都市農業の振興�

 4 男女の自立と平等に基づく共同参画社会の実現�

 5 市民文化の向上�

表１� て
、
数
値
に
よ
り
目
標
値
と
達

成
値
を
表
す
「
“い
さ
ま
”
ま

ち
づ
く
り
指
標
」
を
設
定
し
ま

し
た
。
そ
の
指
標
の
目
標
に
対

す
る
進し

ん

捗
ち
ょ
く

状
況
を
Ａ
・
Ｂ
・

Ｃ
・
Ｄ
で
評
価
し
、
Ａ
を
「
順

調
」、
Ｂ
を
「
も
う
一
歩
」、
Ｃ

を
「
停
滞
」
、
Ｄ
を
「
後
退
」

と
い
う
分
か
り
や
す
い
言
葉
で

状
況
を
表
現
し
て
い
ま
す
（
表

３
・
４
参
照
）。

市
で
は
、
行
政
評
価
の
結
果

や
“
い
さ
ま
”
ま
ち
づ
く
り
指

標
の
詳
細
に
つ
い
て
、
七
月
一

日
か
ら
市
役
所
一
階
市
民
情
報

コ
ー
ナ
ー
や
各
出
張
所
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
皆
さ
ん
も
、
こ
の
行

政
評
価
結
果
を
基
に
「
本
市
を

居
心
地
の
良
い
ま
ち
に
す
る
に

は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
」
考
え

て
み
て
く
だ
さ
い
。
ご
意
見
、

ご
要
望
な
ど
は
、
お
気
軽
に
担

当
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

平成15年度の外部評価員による評価結果�表２�

Ａ�

Ｂ�

Ｃ�

D

優れていると認められる場合または指摘に対して既に�
改善されていると認められる場合�

指摘どおりに改善に努めていることが認められるが、�
今後も継続的に努力を必要とする場合�

指摘に対して改善に努めてはいるが、手段や方法に問�
題があると認められる場合�

指摘に対して対応していると認められない場合�

２１件�

６０件�

２１件�

２件�

評価� 評　価　基　準� 評価数�

“いさま”とは、「続
しょく

日
に

本
ほん

紀
ぎ

」や「倭名類聚鈔
わみょうるいじゅしゅう

」の文中に出てくる“夷参
いさ ま

”や“伊参
いさ ま

”のことで、座間の古い地名ではないかと伝えられています。
この“いさま”を名称としたのは、これを使用することにより、郷土を思う気持ちが指標に反映され、より身近に行政評価の取り組みが浸透してほ
しいとの願いからです。

“いさま”まちづくり指標

“いさま”まちづくり指標の進捗評価結果�
しんちょく�

表３�

評価� 状況� 説　　　　　　明� 平成１６年度件数�

 A 順調 達成度が当該年度予定の１００％以上 ２２件�

 B もう一歩 達成度が当該年度予定の５０％以上～１００％未満 １１件�

 C 停滞 達成度が当該年度予定の０％以上５０％未満 １０件�

 D 後退 達成度がマイナス ９件�

 対象外 新規 新規設定指標のため過去のデータがない １２件�

※達成度は、達成率を５％単位として表し、端数処理は2.5％以上を切り上げ、
2.4％以下を切り下げる。�
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広報ざま【座間市のお知らせ】No.762 平成18年（2006年）６月15日６

阪神・淡路大震災の被災者で次に
指定する地域内に建物を所有してい
た方が、平成19年３月31日までに市
内で新たに建物を所有した場合（新
築・中古）、以前に所有していた建
物の床面積に相当する部分の固定資
産税・都市計画税が当初４年間は２
分の１に、その後２年間は３分の２
に減額されます。
償却資産も同様に、滅失または損

壊した償却資産に代わる資産に対し
て、固定資産税の特例が受けられま
す。該当する方は、担当に申告して
ください。
★指定地域
兵庫県 神戸市、尼崎市、明石市、
西宮市、洲本市（旧五色町を含む）、
芦屋市、伊丹市、宝塚市、三木市、
川西市、淡路市（旧津名町、旧淡路
町、旧北淡町、旧一宮町、旧東浦町）、
南あわじ市（旧西淡町）
大阪府 豊中市
担当 固定資産税課
�046（252）8047 �046（255）3550

８月以降に、市が発注する小規模
（簡易な工事・修繕）契約を希望する
方の登録申請を次のとおり受け付け
ます。
○と　き　▽更新登録申請＝７月３
日（月）～18日（火）▽新規登録申
請＝７月３日以降、いずれも午前
９時～11時30分、午後１時～４時

○申請書配布・受付場所　市役所４
階契約検査課

○有効期限　８月１日～平成20年７
月31日

※詳しくは、市ホームページをご覧
ください。
担当 契約検査課
�046（252）7071 �046（255）3550

お近くに設置している防犯灯の中
で「夜になっても点灯しない」「つ
いたり消えたりしている」などの異
常がありましたら、故障内容と防犯
灯の下に付いている赤色板の「防犯
灯番号」を担当にご連絡ください。
担当 安全対策課
�046（252）8158 �046（252）7773

交通事故や火災など不慮の事故で
被害に遭った方に「災害見舞金」を
交付しています。
この見舞金は掛け金の必要がな

く、市内在住者であればどなたでも
交付を受けることができます。
○対　象　国内で発生した車両・電
車・船舶・飛行機・一般家庭のガス
爆発などの事故、または火災・風
水害などに遭い、入院または死亡

した方など
※次の場合は対象となりません。
①被害者または遺族の故意、もしく
は重大な過失や違法行為により被
害を受けたとき

②治療が通院だけのとき
③入院期間が15日未満のとき
○申請方法　災害などが発生した日
から１年以内に、被害者または遺
族が直接担当へ

担当 安全対策課
�046（252）8158 �046（252）7773

男女共同参画社会の実現を目指し
て、平成19年３月18日（日）に開催
する「あくしゅフォーラム」の運営
などに携わっていただく実行委員
（ボランティア）を募集します。
○活動内容　同フォーラムの内容の
検討や運営、管理など（開催まで
に会議や作業などで10回程度集ま
る予定）

○応募資格　市内在住者
○応募方法　６月30日（金）までに
直接・電話・ファクスで担当へ

担当 市民人権課
�046（252）8483 �046（255）3550

市勤労者サービスセンターは、中
小企業で働く皆さんの福利厚生と事
業所の発展援助を目的とした団体で
す。個人でも入会できます。
○対　象　▽事業所単位＝市内の中
小企業の勤労者と事業主▽個人単
位＝市内の中小企業の勤労者と事
業主、市内に在住する市外の中小
企業の勤労者と事業主

○主な事業内容　▽福利厚生＝宿泊
施設の利用助成、チケットあっせ
ん、バスツアーの開催、人間ドッ
ク費用の助成ほか▽給付＝結婚・
出産・入学祝い金、傷病・住宅災
害見舞金、死亡弔慰金、永年勤続
慰労金▽生活資金貸付のあっせん

○会費　１会員月額500円
担当 市勤労者サービスセンター

事務局（商工観光課内）
�046（252）7604 �046（255）3550

○対　象　満３歳以上の幼児を平成
18年中に認可幼稚園に通園させて
いる市内在住の保護者

○申込方法　各幼稚園で配布する申
込書に必要事項を記入の上、在園
する幼稚園に提出

担当 教育管理課
�046（252）8347 �046（252）4311

市教育委員会では、心身や言語な
どに障害のある子どもを対象に、毎
週月曜日から金曜日まで「就学相談」
を実施しています。子どもが楽しい
学校生活を送ることができるよう、
就学に関する心配事、悩み事などの
相談をお受けしています。電話予約
の上、お気軽にご相談ください。
担当 教育指導課
�046（252）8732 �046（252）4311

消防法および市火災予防条例の改
正により、段階的（新築住宅は平成
18年６月以降、既存住宅は平成23年
６月１日までの５年間）にすべての
居住用住宅に、住宅用火災警報器の
設置が義務付けられました。
このことに伴い、次の心身障害者

に、購入費用の一部を給付します。
○対象者　①身体障害者手帳１・２級
所持者②療育手帳Ａ１・Ａ２所持者

○給付限度　「日常生活用具」から、
１万5,500円を上限とし、１世帯
当たり１回まで

※申込方法など、詳しくは担当にお
問い合わせください。
担当 障害福祉課
�046（252）7132 �046（252）7043

１月１日～５月31日
（物件事故を含まず）

○と　き　７月１日（土）、２日
（日）午前10時～午後４時
○ところ　リサイクルプラザ（東原
２－16－10）

○内　容　網戸張り替えの基礎知識
などを学び、実際に張り替える

○対　象　市内在住者
○定　員　各10人（先着順）
○参加費　300円（材料代など）
○持ち物　使い古しの歯ブラシ、マ
イナスドライバー、カッターナイ
フ、手袋（片手）、筆記用具

○申込方法　６月28日（水）までに
直接・電話で担当へ

担当 リサイクルプラザ
�046（252）7963 �046（252）7964

障害者の運動不足の解消や交流を
深める機会です。
○と　き　６月28日（水）午後１時
～３時

○ところ　スカイアリーナ座間（市
民体育館）

○申込方法　直接・電話・ファクス
で担当へ

※傷害保険に加入していますが、免
責事項や保険の支払額を超える場合
は、自己負担になります。また、送

迎や身体介護はしません。
担当 障害福祉課
�046（252）7132 �046（252）7043

○と　き　①８月２日（水）、３日
（木）午前９時30分～午後５時（全
２回）②７月18日（火）午後１時～
５時

○ところ　①東海大学医学部講堂
（伊勢原市）②海老名商工会議所
○定　員　①200人②80人
○参加費　①6,000円②5,000円（そ
れぞれテキスト代含む）

○申込方法　①７月３日（月）から
14日（金）まで②６月19日（月）
から30日（金）までの午前９時か
ら午後４時まで（土曜・日曜日を
除く）に担当および東・北分署に
備え付けの申請書に必要事項を記
入し、直接・ファクスで�日本防
火協会（港区虎ノ門２－９－16�
03（3591）7130）へ

担当 消防本部予防課
�046（256）2211 �046（256）2215

○と　き　８月下旬～10月上旬
○ところ　県内11会場
※講習日・会場は講習種別によって
異なりますので、詳しくは担当にお
問い合わせください。
○対　象　危険物施設で危険物の貯
蔵取扱作業に従事する者で、次の
いずれかに該当する方①免状の交
付を受けた日から３年以内②前回
の講習を受けた日から３年以内③
危険物の取扱作業に従事すること
になった日から１年以内
※受講義務がなくても、免状を所
持する希望者は受講可。

○受講料　4,700円
○申込方法　担当および東・北分署
に備え付けの申請書に必要事項を
記入し、７月21日（金）までに〒
238-0011横須賀市米が浜通り１－
７－２－204�神奈川県危険物安
全協会連合会へ郵送

担当 消防本部予防課
�046（256）2213 �046（256）2215

○と　き　７月28日（金）午前９時
～午後４時30分（午前６時45分集
合）

○集合・解散場所　市消防本部
○ところ　神奈川県総合防災センタ
ー（厚木市）

○内　容　消防車両見学および体験
乗車、放水体験、風水害体験、消
火体験、救急法体験など

○対　象　小学３年～６年生
○定　員　30人（先着順）
○参加費　510円（昼食代）
○持ち物　筆記用具、タオル、飲み
物、帽子、上履き（動きやすい服装
で）

○申込方法　７月７日（金）までに直
接・電話で担当へ（土曜・日曜日を
除く午前８時30分～午後５時）

担当 消防本部予防課
�046（256）2213 �046（256）2215

○と　き　７月25日（火）、26日
（水）午前10時～午後１時
○ところ　市民健康センター
○テーマ 生活習慣病から子どもを守
ろう～食事バランスガイドを活用

○対　象　市内在住・在学の小学生
と保護者

○定　員　各13組（多数抽選）
○参加費　一人400円（保険料含む）
○申込方法　任意の用紙に参加日、
住所、氏名、ふりがな、学年、電
話番号を記入し、６月21日（水）
までに市内各小学校に提出。また
は電話で各小学校へ（午後のみ）

担当 学校教育課
�046（252）8749 �046（252）4311

○と　き　８月18日（金）～20日
（日）（２泊三日）
○ところ　市立清川自然の村
○内　容　子ども会のリーダーとし
て活躍してもらうために、自主性
や協調性などを養う

○対　象　市子連加入の小学４年～
６年生

○定　員　70人（多数抽選）
※多数の場合７月１日（土）に青少
年センターにおいて公開抽選を実施。

○参加費　1500円（交通費）
○申込方法　６月30日（金）までに
電話・ファクスで担当へ

※協力してくださる保護者を募集し
ています。希望者は担当へ。
担当 青少年課
�046（253）8415 �046（259）2163

○と　き　７月23（日）午前９時～
（雨天の場合は８月６日（日））
○ところ　ひまわり公園テニスコー
ト

○種　目　Ａ級（上級）およびＢ級
（初・中級）男子・女子ダブルス
○競技方法　予選リーグ・決勝トー
ナメント、７ゲームマッチ

○参加資格　市内在住・在勤・在学
者および市ソフトテニス協会加盟
団体員

○参加費　一組1,600円
○申込方法　７月10日（月）までに
電話で�046（254）4698（小野）へ

担当 スポーツ課
�046（252）8177 �046（252）4311

○と　き　８月13日、９月10日、10
月15日、11月18日、平成19年１月
14日、２月18日原則日曜日（11月
18日は土曜日）午前９時～正午
（全６回）
○ところ　市公民館ほか
○内　容　郷土の食材で料理を作る
○対　象　同講座を初めて受講する
方（小学２年生以下は保護者同伴）

○定　員　25人
○参加費　各回500円（材料代）
○持ち物　筆記用具、エプロン
○申込方法　８月11日（金）までに
直接・電話・ファクスで担当へ

担当 生涯学習推進課
�046（252）8476 �046（252）4311

○と　き　６月18日（日）～７月９
日（日）午前９時30分～午後４時
30分

○ところ　ハーモニーホール座間
（市民文化会館）常設展示室
○内　容　昨年開催した「郷土の食
文化講座」の様子を紹介

○入　場　自由
担当 生涯学習推進課
�046（252）8476 �046（252）4311

○と　き　７月５日（水）～９日
（日）午前９時30分～午後５時
（９日は午後４時まで）
○ところ　ハーモニーホール座間
（市民文化会館）ギャラリー
○内　容　市内在住の作家市川リウ
さんの油彩画と市川洋子さんの写
真を展示

○入　場　自由
担当 生涯学習推進課
�046（252）8476 �046（252）4311

◆保育ボランティア養成講座
○と　き　７月６日～27日毎週木曜
日午前10時～正午（全４回）

○内　容　子どもとの遊び方や救急
法を身に付ける

○対　象　20歳以上の方
○定　員　30人（先着順）
○申込方法　７月５日（水）までに
直接・電話・ファクスで同館へ

◆福祉のまちづくりを考える講座
○と　き　７月23日（日）、30日
（日）、９月３日（日）、９日（土）
午前10時～正午（全４回）

○テーマ 「福祉をまちづくりの視
点で」「地域で高齢社会をどう支
える」ほか

○対　象　市内在住者
○定　員　40人（先着順）
○持ち物　筆記用具
○申込方法　７月16日（日）までに直
接・電話・ファクスで同センターへ

◆あすなろ大学公開講座２
○と　き　６月23日（金）午後１時
30分～３時30分

○内　容　「わが街座間と故郷いわ
き市を結ぶ歴史探訪の旅」と題し
た同大学生の研究発表

○定　員　100人（先着順）
○申込方法　当日直接会場へ

◆読み聞かせ講座
○と　き　７月７日～21日毎週金曜
日午前10時～正午（全３回）

○内　容　絵本の選び方、読み聞か
せの方法などを学ぶ

○対　象　18歳以上の方
○定　員　30人（先着順）
○申込方法　直接・電話で同館へ
※６月23日（金）までは電話のみ

◆こども仕事探検隊～夏の陣～
あこがれの仕事を一日体験！
○と　き　①７月16日（日）午前９
時30分～午後４時②21日（金）午
前９時～午後４時

○ところ　①消防本部②いその保育
園

○内　容　①消防・救急・救命活動
を体験する②園児と一日過ごす

○対　象　小学５年生～18歳

○定　員　各10人（多数抽選）
○持ち物　①弁当、飲み物、筆記用
具、タオル、着替え（動きやすい
服装で）②筆記用具、エプロンま
たはかっぽう着、着替え（汚れて
もいい服装で）

○申込方法　往復はがき１枚に参加
者一人の氏名、ふりがな、学年、年
齢、住所、電話番号を記入し、｢消
防・保育園」のいずれかの参加希望
を明記して、６月27日（火）まで（消
印有効）に同センターあて郵送

○源氏物語の世界～平安貴族の生活
▽とき＝６月24日（土）午後１時30分
～４時▽ところ＝図書館▽内容＝源
氏物語を映像と話で楽しむ▽定員＝
先着30人▽参加費＝無料▽申込方
法＝電話で�046（255）1440（山沢）へ
○扇風機とエアコンを併用して、
省エネ快適ライフ
エアコンの冷気を扇風機で部屋中

に循環させることで、体感温度が下
がり、いっそう涼しく感じられます。
エアコンの設定温度を１℃上げると
約10パーセントの省エネになります
ので、扇風機を活用し、経済的に夏
を過ごしましょう。また、扇風機を
安全にご利用いただくために、季節
の変わり目などに点検を心掛けてく
ださい。▽問い合わせ先＝�日本電
機工業会�03（3556）5887
○旧日本赤十字社救護看護婦および
旧陸海軍従軍看護婦の方へ
先の大戦において、外地などの戦

地または事変地に派遣され、戦時衛
生勤務に従事した同看護婦のうち、
次の対象事項すべてに該当する方に
対し、内閣総理大臣名の書状を贈呈
しています。▽対象＝①昭和12年７
月７日から昭和20年９月２日までの
間に勤務した②慰労給付金の受給資
格を有しない③恩給法の規定による
普通恩給を受ける権利を有しない④
日本国籍を有する▽請求期限＝平成
19年３月31日（土）▽請求書類の入
手先＝市役所１階福祉支援課窓口▽
問い合わせ先＝総務省大臣官房管理
室業務担当�03（5253）5182
○フリースペースボランティア募集
北地区文化センター図書室で、毎

週火曜日午後５時から７時まで開催
しているフリースペースのボランテ
ィアを募集します。▽業務内容＝月
１～２回、小・中学生への学習支援
または図書室当番をする▽問い合わ
せ先＝�080（1172）3673（竹内）
○東海大学管弦楽団　定期演奏会
▽とき＝６月25日（日）午後２時～
（午後１時30分開場）▽ところ＝ハ
ーモニーホール座間大ホール▽演奏
曲＝シューマン交響曲第３番「ライ
ン」ほか▽入場料＝前売り券400円、
当日券500円▽問い合わせ先＝同楽
団�080（5495）6508
○自然教室
～丹沢山地南麓の地質見学
▽とき＝７月17日（月）午前９時30
分～午後３時30分▽集合・解散場
所＝県立秦野ビジターセンター▽内
容＝同センター周辺の地層や岩石を
観察する▽対象＝小学生以上（小学
生は保護者同伴）▽定員＝30人（多
数抽選）▽参加費＝300円（保険・
資料代）▽申込方法＝７月３日（月）
まで（必着）に、往復はがき（あて
先〒259-1304秦野市堀山下1513）・

ファクス（�0463（87）9311）で、催
し物名、参加者全員の氏名、年齢、
住所、電話番号、ファクス番号を記
入し、県立秦野ビジターセンターへ
▽問い合わせ先＝同センター�0463
（87）9300
○終戦当時の海外引揚者やそのご家
族の方へ～通貨・証券の返却
税関では、海外からの引き揚げの

際お預かりした次の通貨・証券など
を返却しています。①終戦後、外地
からの引揚者が、外地の集結地にお
いて総領事館などに預けた物のう
ち、日本に送還された物②上陸地の
税関や海運局に預けた物▽返還の申
し出・問い合わせ先＝横浜税関業務
部税関相談官室�045（212）6000

○おひさま体操
▽内容＝親子で一緒に体を動かしな
がら楽しく遊ぶ▽とき＝毎週火曜日
午前11時～正午▽ところ＝青少年セ
ンター▽対象＝１歳４カ月以上の未
就園児▽会費＝月額2000円（入会金
1000円）▽連絡先＝�046（251）7355
（樋口）
○草月流いけばなサークル
むらさきの会
▽とき＝①毎月１回水曜日午前②毎
月２回木曜日午前▽ところ＝相武台
コミュニティセンター▽会費＝月額
①1000円②2000円（花代１回1000円）
▽連絡先＝�046（248）9177（ 川）
○相模が丘はくつる会
▽内容＝「健康太極拳」を楽しむ▽
とき＝月４回▽ところ＝相模が丘コ
ミュニティセンター▽連絡先＝�
046（254）2759（高島）
○ざまハーモニカドレミの会
▽内容＝ハーモニカの練習と発表▽
とき＝毎月第３日曜日午前10時～正
午（そのほかに自主練習日あり）▽
ところ＝青少年センター▽会費＝月
額1000円（中学生以下300円）▽連
絡先＝�046（253）7699（岡）
○アラベスクバレエ
▽内容＝幼児・児童のバレエ教室▽
とき＝毎週木曜日①午後４時～５時
②午後５時15分～６時45分▽とこ
ろ＝東建座間ハイツ集会室▽対象＝
①３歳児～②６歳～12歳児▽会費＝
月額2000円▽連絡先＝�046（256）
7669（葉山）
○ひまわり手話勉強会
▽内容＝日常会話を身に付けたい方
から手話通訳士試験受験者までの手
話の勉強会▽とき＝毎月第２・第４
火曜日午後２時～３時▽ところ＝大
原ビル２階（緑ケ丘5-6-30）▽会費＝
１回1000円▽連絡先＝�046（253）
2073（大原）
○少林寺拳法　座間支部
▽内容＝護身術習得や精神修養、健
康増進を目的に、拳法を学ぶ▽と
き＝毎週水曜・金曜日午後７時～９
時30分▽ところ＝小松原コミュニテ
ィセンター、旭小学校体育館▽対
象＝小学生以上の市内在住者▽会
費＝月額3000円から（入会金3000円）
▽連絡先�046（257）0971（佐藤）
○コール・フロイデ
▽内容＝女声合唱▽とき＝毎週水曜
日午前10時～正午▽ところ＝青少年
センター▽対象＝18歳以上の合唱が
好きな女性▽会費＝月額5000円（雑
費年額2000円）▽連絡先＝�046
（253）8826（武藤）

阪神・淡路大震災被災者の
固定資産税・都市計画税を減免
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－45

５月� １月～５月�５月� １月～５月�

消防車� 救急車�

消防・救急車出動件数

市小規模契約希望者登録申請

「防犯灯」異常に気付いたら連絡を

ご存じですか？災害見舞金制度

あくしゅフォーラム実行委員募集

市勤労者サービスセンター会員募集

心身障害者に住宅用火災警報器
の購入費用を給付

幼稚園児保育料の一部減免

市内の交通事故件数

網戸張り替え講習会

障害者スポーツ教室

甲種防火管理者資格取得講習会
①未取得者のための新規講習
②既取得者のための再講習

第１回危険物取扱者保安講習会

少年少女消防体験教室

夏休み親子料理教室

郷土の食文化講座

常設展示　座間の食文化Ⅱ

浜と大地の造形

市子連　子ども会リーダー野外研修会

市総合体育大会～ソフトテニス

市公民館
�046（255）3131 �046（252）2776

東地区文化センター
�046（253）0781 �046（253）0789

青少年センター
〒228-0023立野台１－１－４
�046（253）8411 �046（259）2163

図書館
�046（255）1211 �046（252）5704

障害のある子どもの就学相談

廣�黄�
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ちゃん
H17. 5 .28生まれ　女
小松原 1 丁目
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H17.11.22生まれ　女
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H17. 6 . 8 生まれ　男
栗原中央 5 丁目
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駿
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汰
た

ちゃん
H17. 7 .15生まれ　男
座間 1 丁目

市では、市が保有する情報を公開する
ことで市の活動状況を明らかにし、市民
の皆さんの知る権利を尊重するために、
情報公開条例を定めています。また、市
の保有する個人情報の開示および訂正を
求める権利を明らかにし、個人情報の適
正な取り扱いを確保するため、個人情報
保護条例を定め、公正で民主的な市政の
推進を目指しています。
平成17年度の情報公開請求者は39人で

請求件数は42件、その処理に対する不服
申し立てはありませんでした。個人情報
の開示請求者は11人で、請求件数は14件、
その処理に対する不服申し立てはありま
せんでした。それぞれの処理状況は右表
のとおりです。
担当 情報推進課

�046（252）8144 �046（255）3550

情報公開請求の処理状況�

全 部 公 開 19件�

部 分 公 開 18件�

非　公　開 １件�

文書不存在 ４件�

　　計 42件�

個人情報保護制度による�
開示請求の処理状況�

全 部 開 示  １件�

部 分 開 示  ５件�

非　開　示 ０件�

文書不存在 ８件�

　　計 14件� 國
こく

分
ぶ

捷
しょう

太
た

郎
ろう

ちゃん
H17.10.29生まれ　男
ひばりが丘 3 丁目

【受験案内・申込書の配布】
○と　き　６月15日（木）～７月１日（土）
午前８時30分～午後５時（土曜・日曜
日を除く）

○ところ　市役所４階職員課
※７月１日は、午前９時～正午、午後１
時～３時まで市役所４階第２会議室で配
布します。
※市ホームページからダウンロード可。
【申込書の受付】
○と　き　６月29日（木）～７月１日（土）
午前９時～正午、午後１時～４時

○ところ　市役所４階第２会議室
※必ず受験する本人が持参してくださ
い。
【第１次試験】
一般事務A・B
○と　き　７月23日（日）
○ところ　市役所ほか
一般事務Ｃ
○と　き　９月17日（日）
○ところ　市役所
担当 職員課

�046（252）7911 �046（252）7492

昭和51年４月２日以降生まれで、学校教育法によ
る大学を卒業または平成19年３月までに卒業見込
みの人および同程度の知識を有する人�

昭和54年４月２日以降生まれで、学校教育法によ
る短期大学を卒業または平成19年３月までに卒業
見込みの人および同程度の知識を有する人�

昭和56年４月２日以降生まれで、学校教育法によ
る高等学校を卒業または平成19年３月までに卒業
見込みの人および同程度の知識を有する人�

18人程度�

一般事務Ａ�
（上級）�

一般事務Ｂ�
（中級）�

一般事務Ｃ�
（初級）�

行
　
　
　
政
　
　
　
職�

職　種�
平成１９年４月１日採用�

※消防職員の採用については、本紙８月１日号でお知らせします。�

採用人数� 受　験　資　格�

○と　き　６月23日（金）午後２時～３時30分
○ところ　市役所４階第２、第３会議室
○テーマ　丹沢山地におけるブナ林の衰退問題、原因・影響・対策
○講　師　神奈川県自然環境保全センター

研究部専門研究員・農学博士
山根正伸さん

○定　員　50人（先着順）
○申込方法　直接または電話で担当へ
担当 環境対策課 �046（252）8214 �046（257）7743

環境講演会�環境講演会�
�

地震に強いまちづくりを進めるため、５月１日から木造住宅の耐震診断
や耐震改修工事などに掛かる費用の一部を下記のとおり補助しています。
１　簡易診断（現地調査）
○対　象　昭和56年５月31日以前に在来工法で建築された階数が２階
以下の木造住宅で、申請者が所有し居住している建築物
※「市が実施する無料耐震相談を受けたことのある建築物」「昭和
56年６月１日以降に増築または改築した建築物」「枠組壁工法また
はプレハブ工法の建築物」は対象外です。

○補助額　掛かった費用の３分の２（上限２万円）
○補助件数　10件程度

２　耐震診断（現地調査）
○対　象　市が実施する無料耐震相談または上記の簡易診断を受けた
結果、総合評点が1.0未満の建築物

○補助額　掛かった費用の２分の１（上限５万円）
○補助件数　５件程度

３　改修計画書作成費
○対　象　上記の耐震診断を受けた結果、総合評点が1.0未満の建築物
○補助額　掛かった費用の２分の１（上限５万円）
○補助件数　５件程度

４　耐震改修工事および現場立会い
○対　象　上記の改修計画書に基づき実施する耐震改修工事
○補助額　・耐震改修工事費用：掛かった費用の２分の１（上限50万

円）
・現場立会い費用：掛かった費用の２分の１（上限３万円）

○補助件数　５件程度
※２、３、４の制度は、それぞれ単独では利用できません。１または２
から順に段階的にご利用ください。
※この補助は、市木造住宅耐震診断技術者名簿に登載された耐震診断技
術者が診断や工事の現場立会いを実施することが条件です。
※市では、建築物の耐震診断や改修などについて、電話や訪問など戸別
の勧誘はしていません。
担当 建築・住宅課 �046（252）7396 �046（255）3550

木造住宅の耐震診断や�
耐震改修工事などを�
支援します！�

木造住宅の耐震診断や�
耐震改修工事などを�
支援します！�

木造住宅の耐震診断や�
耐震改修工事などを�
支援します！�

情報公開制度・�
　　　個人情報保護制度�
　　　　　　　　　の運用状況�

市職員募集�市職員募集�

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
昭和57年１月１日以前に建てられた住宅について、平成18年１月１

日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震
基準に適合させるよう一定の改修工事を施した場合、その完了時期に
応じて、当該住宅にかかわる固定資産税額を２分の１減額します。

◆減額期間

◆減額要件
①１戸当たり120平方メートルの床面積相当分まで
②１戸当たり工事費が30万円以上のもの
③現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、改修
後３カ月以内に「固定資産税の減額適用申告書」により申告があったもの

担当 固定資産税課　�046（252）8047 �046（255）3550

改修完了時期�

平成18年～21年�

平成22年～24年�

平成25年～27年�

減額期間�

３年間�

２年間�

１年間�
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